
 

 

＜牧野小学校危機管理マニュアル＞    R08.4.1 改訂版 

１．危機管理の基本方針 
 

１．危機管理マニュアルについて 

  学校は、児童が安心して学び、教職員が安心して教育活動を行う安全な場所でなければならない。 

 しかし、時として学校の安全を脅かす事件・事故が発生する。そのため、学校内の施設・設備の安全点検

を充分に行うとともに、犯罪及び災害の予防に努め、避難訓練等の安全教育を通じて被害を最小限にとど

めるとともに事後のケアを的確に行うことが大切である。また、近年の学校外での児童をねらう犯罪の多

発化から、児童の登下校時の安全を確保し、犯罪の未然防止に努めるとともに、適切かつ確実な危機管理

体制を確立する。 

  よって、ここに牧野小学校危機管理マニュアルを学校保健安全法に基づき策定し、６月を「子どもの安

全確保推進月間」、６月８日を「学校の安全確保・安全管理の日」として、防犯・安全確保に努める。 
 

２．危機管理の目的 

 ①子どもと教職員の生命を守ること（特に子どもの生命・安全確保を最優先） 

 ②子どもと教職員の信頼関係を維持し、日常の組織・運営を守ること 

 ③学校に対する保護者や地域社会からの信用や信頼を守ること 
 

３．想定される危機  

 ①台風などの気象災害や地震などの自然災害による危機 

②火災や器具等の取扱い方、学校施設などの事故による危機 

③不審者等による外部や学校生活上でのトラブル等の内部の人によって引き起こされる危機 
 

４．本校の課題  

①船橋川沿いで低地に位置するため、洪水があった場合、避難場所になり得ない（緊急避難場所）。 

②運動場、留守家庭児童会の裏は死角になりやすい。 

③火災や地震を想定し、低学年を避難しやすいように下の階の教室に配置している。一方で不審者侵入の

場合は、下の階は危険度が増す。 

④校区内に淀川、船橋川、穂谷川、用水路、京阪電車、交通量の多い幹線道路があり、危険箇所も多い。 

⑤連絡のないままに欠席する児童が多い。 
 

５．基本的な危機対応  

①危機の予知・予測、未然防止に向けた取組み（平常時の対策） 

(ｱ)緊急連絡体制の整備（年度当初） 

(ｲ)危機管理マニュアルの整備・見直し等危機管理に関する文書の整理 

(ｳ)学校内の施設、設備の点検（毎月１回、全教職員が運動場（遊具）、教室、特別教室、廊下、昇降口、

階段、便所、手洗い場等について安全点検を行う。） 

(ｴ)危機管理に関する研修・訓練の実施（年１回以上） 

(ｵ)安全教育の実施（年１回以上） 

(ｶ)役割分担  

校長 全体の総括 

教頭 

安全教育関する事項（防火・防災・防犯教育、避難訓練等）、安全管理に関する
事項（施設設備及び児童の安全確保の点検管理等）、安全の組織活動に関する事
項（危機管理体制、職員研修、全体把握等）、外部連携（PTA、地域、関係機関
等）、危機管理マニュアルの見直しと徹底 

指導部 
施設・設備の点検、安全確保に関する点検（毎月１回）、引き渡し・防災・防犯・
避難訓練の計画・実施、教職員研修の計画・実施 

学級担任 
安全教育の実施（避難方法、避難経路の確認、防犯訓練、対応・避難の仕方、通
学路での安全、水難防止等）、施設・設備の点検（毎月１回） 

支援学級担任 配慮を要する児童の安全に関する事項、安全確認方法の周知、安全点検（月１） 

養護教諭 
児童の健康状態、要観察者の状況・かかりつけ医療機関の把握、救急病院の把
握、負傷者搬送時の必需品の確認・準備 

その他教職員 安全点検（毎月１回）、施設設備の点検管理、安全教育 



 

 

 ②危機発生時の適切かつ迅速な対応（緊急対応、危機発生時の対策） 

  (ｱ)冷静な初動対応（状況の把握、避難誘導等の安全確保、応急対策の実施、諸連絡） 

  (ｲ)組織的な対応（人員の確保、役割分担、体制の確立、対策本部の設置、本格的な対策の実施） 

  (ｳ)正確な情報収集と情報の共有化、組織外への適切な情報提供などの情報管理 

  (ｴ)状態把握、健康観察、健康相談、心のケア、保護者への引渡しなど、児童への対応 

  (ｵ)記録の作成・保存（事故・事件等の概要、警察等関係機関との連携状況、報道機関等への対応など） 

 ③再発防止、事後の取組み 

  (ｱ)家庭訪問や健康相談、専門化との連携等、心のケア等のきめ細かい対応 

  (ｲ)危機管理対応の評価、発生原因の分析をもとにした再発防止に向けた方策の検討・実施 

 

６．地域は危機管理の生命線  

 

 

 

 

 

２．火災の防災対応 
  

１．平常時の対策  

 災害予防の万全を期して、 
次のことを特に留意する。 
①火気，電気，ガス，薬品等の設置とその取り扱いに細心の注 
意をはらう。 

  ②消火栓の点検と消化器の機能保全に努める。 
  ③防火シャッター等、避難施設に避難の妨げとなる施設や物品 

を置かない等、火気使用設備機器の周辺の整理整頓に心がける。 
  ④避難経路の点検、危険物の除去等安全確保に努める。 
  ⑤教職員の危機管理意識を高める研修等を行うとともに避 

難基準・避難方法を周知徹底させておく。 
  ⑥火災の恐ろしさや有効な避難の仕方について日頃から、 

児童に指導する。 
  ⑦火気取締責任者を設け、不断の注意をする。 
   〔火気取締担当場所・責任者〕 
  
校長室、職員室、印刷室、事務室、ＰＴＡ室、階段倉庫、施設管理員室 教頭 

地域関係倉庫 教頭 男子更衣室 教頭 女子更衣室 中山 

校務員室 校務員 放送室 小谷 図書室 杉本 

保健室 瀬川 家庭科室 大角 音楽室（準備室） 中山 

相談室 川部 教材室 福村・土肥 理科室（準備室） 杉長 

少人数教室① 小谷 南館更衣室 濵田 コンピューター室 小谷 

清掃用具室 中元 下足室 青木 体育館倉庫 川口 

アスティ２階 青木 体育館 川口 石灰倉庫 川口 

プール 津呂 体育倉庫 川口 各教室 各担任 

農具倉庫・作業室 校務員 調理場 尾崎 各トイレ 各担当 
 
２．火災発生時の対策  

Ⅰ．教職員の初期対応  ～児童の安全確保を最優先～ 

①煙・異臭・⽕炎を発⾒した時は、近くにいる教職員または職員室へ 

連絡し、初期消⽕をする。 

②⽕災の連絡を受けたら、教職員は直ちに緊急放送を⾏うとともに、 

消防署に通報する。 

③発⽣報告を受けたら、直ちに発⽣場所に⾏き、延焼拡⼤防⽌を⽬的 

とした消⽕活動を⾏う。なお、消⽕器・消⽕栓は常に使⽤できるよう整備しておかなければならない。 

④発⽣を知ったら、直ちに授業を中⽌し、担当者が的確に指⽰する。その間、校内放送等での指⽰が 

あれば、それに従う。 

 
家庭・地域との連携を 

 
  

保護者や地域の人々と日常的に何

でも話し合える体制作りが子ども

の安全確保につながる 

消防署 １１９ 

警察署 １１０ 

教育委員会  

(教育政策課) 内線 15-8013 

(児童生徒支援室) 内線 15-8042 

大阪ガス 072-961-6983 

関西電力 072-844-1131 
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⑤電源を切り、ガスの元栓を閉める。 

⑥窓を閉め、⽕炎、有毒ガスの流⼊を防ぐ。 

Ⅱ．避難誘導と児童管理 

授業中に火災が発生した場合 

○児童がとる⾏動 

・放送を静かに聞く。 

・ハンカチ等で⼝と⿐を押さえる。 

・担任・教科担当者の指⽰に従う。 

・避難⾏動中はハンカチやタオル以外、⼿には何も持たない。 

・指定された避難場所に集合後、ただちにクラスごとに整列し、静かに指⽰を待つ。 

○教職員の指⽰と⾏動 

・児童が⼼理的不安に陥りやすいので、はっきりと的確に指⽰し⾏動する。 

・配慮を要する児童が、安全に避難できるよう⽇ごろから適切な⽀援⽅法を確⽴しておく。 

・煙に遭遇した時は低い姿勢をとり、ハンカチ等で⿐と⼝をおさえて避難させる。 

・⽕災発⽣階より上にいる児童は、⾮常階段や⽕災発⽣場所の反対側から避難させる。下層階のクラス 

は、近くの階段から避難させる。 

・避難の際、階段等に多⼈数が集中したときは、出⽕階を最優先し、次に直上階層、その上の階の順に 

避難させること。また、他の階段への誘導も考慮する。 

・避難場所に集合したら、クラス毎に整列させ、各授業担当者が直ちに⼈員点呼を⾏い、異常の有無を 

本部（校⻑等）に報告する。 

休憩時間や放課後に火災が発生した場合 

  ○児童がとる⾏動 

・校内放送や、その他教職員の連絡を静かに最後まで聞き、指⽰に従う。 

・ハンカチ等で⼝と⿐を押さえる。 

・⽕災の状況を判断し、速やかに出⼝に移動する。 

・指定された避難場所に集合後、直ちにクラス毎に整列し、静かに指⽰を待つ。 

○教職員の指⽰と⾏動 

・放送（使⽤できない場合はハンドマイク、メガホン）で避難場所及び避難⽅法を具体的に指⽰する。 

・児童は、⽕災によりパニック状態に陥ることも予想されるので、避難誘導係や連絡指導等の職員は、 

速やかに所定の場所に直⾏し、児童⽣徒等へ⼼理的な安⼼感を与えるとともに適切な指⽰を出す。 

・配慮を要する児童⽣徒等に対して適切に指⽰し、⾏動する。 

・⽕災発⽣階より上にいる児童⽣徒等は、⾮常階段や⽕災発⽣場所の反対側から避難させる。下層階の 

クラスは、近くの階段から避難させる。 

・避難の際、階段等に多⼈数が集中したときは、出⽕階を最優先し、次に直上階層、その上の階の順に 

避難させること。また、他の階段への誘導も考慮すること。 

・逃げ遅れた者や負傷者がいないかを確認する。 

 

Ⅲ．役割分担 

①毎年の「消防計画」の記載の「自衛消防組織表」に基づき、児童の安全確保を最優先にしながら、校

舎・備品・公簿類の被害を最小限に止めるため、職員は、次の分担により行動する。 

役割 担当者 活 動 内 容 

隊長 校長 ・自衛消防隊活動時における各隊員に対する指揮、命令 

通
報 

連
絡
班 

校長、教頭 

谷口、小谷、
福村、土肥 

・全体の状況把握と児童の避難の必要性の判断と指示(含校内緊急放送) 

・消防機関（警察）への通報と消防隊への情報提供 

・関係機関への連絡（教育委員会､ＰＴＡ､保護者､大阪ガス､関西電力等） 

・避難者の確認と避難状況の把握  ・記録 

避
難
誘
導
班 

川部、青木 

中山 

・火災の状況の把握と避難経路の安全確認、安全な避難誘導 

・逃げ遅れた児童(行方不明児童)の確認(捜索)と避難器具等による救助 

・配慮を要する児童（学級）、低学年への応援 

・避難誘導・児童の安全確保後、消火活動・救護活動の応援 

学級担任 

支援学級担任 

・児童の避難誘導・人員確認・安全確保（運動場に朝礼隊形で整列する） 

  ＊「おさない、はしらない、しゃべらない、もどらない」の徹底 

・行方不明児童の捜索、消火活動・救護活動の応援（児童の安全確保後） 



 

 

消火班 

杉長、小谷 

上江、校務員 

・出火場所への急行 

・消火器具（消火器・屋内消火栓）による初期消火  

【消火(避難後の応援)】= その他男性教職員 

救護班 瀬川、尾崎 

・応急救護所の設置、負傷者の応急手当、負傷者氏名の確認とリスト作成 

・救急隊との連携(搬送準備と手配、救急車同乗及び搬送先からの連絡) 

・負傷者と保護者への対応 

搬出班 福村・土肥 ・重要書類の持ち出し、及び管理 

   ②避難誘導担当 

教室・特別教室 
各学級担任等 
（隣接学級担任） 

北
校
舎 

１階（廊下、トイレも） 上江 

２階（廊下、トイレも） 上江 

管
理
棟 

１階（廊下、トイレも） 中山 ３階（廊下、トイレも） 上江 

２階（廊下、トイレも） 中山 南
校
舎 

１階（廊下、トイレも） 杉長 

玄関、正門、ｱｽﾃｨ→中庭 教頭 ２階（廊下、トイレも） 杉長 

芝生広場→留守家庭児童会裏 青木 ３階（廊下、トイレも） 杉長 
 

※児童の避難誘導後の担当 

総指揮 校長 消防隊誘導 教頭、谷口 
情報収集 小谷、中山、青木、杉長 救護活動 瀬川、上江、川部 

児童管理 

【１年】川口、堅田、大角       【２年】岸脇、川本、佐藤 
【３年】原田、中川、河野、宮田   【４年】古﨑、榎本、勢戸 
【５年】中元、濵田、川井      【６年】田中、津呂、西村 
【支援】梶、西海、大澤(優)、杉本、白石、市長、大澤(宏)、八坂、小山、寺田、島元、橋本、斎藤 

重要書類 福村、土肥 

Ⅳ．休業日、夜間等執務時間外の対応 

 日直、学校施設管理員は学校警備の任にあたり、火災発生時には臨機応変の処置を執る。 
   ①消防機関（警察）へ通報する。必要に応じて大阪ガス、関西電力に連絡する。 
   ②校長、教頭に急報する。必要な場合は、サイレンの吹鳴等により校下に応援を求める。 
  ③校長（教頭）は直ちに現場に駆けつけ、教職員を非常招集し、教育委員会、ＰＴＡ会長に連絡する。 
  ④在校者等校内にいる者全員で通報、連絡、初期消火を行う。 
  ⑤近隣在住者の職員は、可能な限り他の職員と連絡を取り合うとともに、出勤してこれに対処する。 

Ⅴ．学校外への避難誘導 
  ①学校内での避難では不十分な場合、「第三中学校への集団避難」ないしは「集団下校」の措置をとる。 
   ②学級担任は、避難・下校方法決定後、全保護者に連絡をとり、児童の安全避難・下校の確認を行う。 

Ⅵ．下校指導 
  ①「第三中学校への集団避難」する場合 
   (ｱ) 学級・学年単位で編成し、先頭は担任、後尾には他の教職員を配置する。 

(ｲ) 保護者に連絡をとり、迎えを依頼する。迎えがあるまで、待機とする。 
(ｳ) 迎えの保護者を確認し、児童を確実に引き渡す。 

②「集団下校」する場合 
   (ｱ) 後記「風水害の防災対応」に準じて行う。（第三中学校からの集団下校も同じ） 

Ⅶ．保護者への依頼事項 

 ①児童が第三中学校等の避難の場合、できるだけ早くお迎えに来ること。 
 ②緊急連絡ライン確保のため、学校への電話連絡は極力避けること。 

  ③緊急連絡先は必ず確保しておくこと。変更が生じた場合は速やかに学校に連絡すること。 
④学校外へ避難するほどであるため、留守家庭児童会も開室されないこと、帰宅後、外出させないこと。 

Ⅷ．その他 

 ①学校長を中心に、児童の安全を最優先にして対応する。 

  ②出張等で担当教職員が不在の場合は、臨機応変に他の教職員が補う。 

 

３．再発防止、事後の取組み  

①対策本部を設置し、教育委員会と連携しながら、下記役割分担に基づき行動する。 

 担当者 活 動 内 容 

本
部 

校長・教頭 

・全体の状況把握と必要な指示、掌握  ・教育委員会への報告、支援の要

請・組織活動の推進（対応指示、調整） ・警察、消防関係機関との連絡・

連携 

・保護者や報道機関等への対応 



 

 

渉
外
班 

教頭、谷口、小谷、 

中山、青木 

・適宜状況把握・連絡・広報の準備、情報の集約 

・記録（日時を追って、事件･事故発生後の経緯を克明に記録しておく） 

・報告の準備 

情
報
班 

 川部、杉長、 

上江 

福村、土肥 

・事件・事故状況の把握 

・地域の安全状況の把握     ・学校の安全状況の把握 

・問題点の整理 

救
護
班 

瀬川、尾崎 

・負傷者の実態把握・応急手当実施・救急車の搬送記録 

・学校医、医療機関等の連絡、連携 

・その後の経過把握・心のケア着手（臨床心理士等との連携） 

教
育
再
開
班 

小谷、青木、 

佐藤、大角、田中 

原田、古﨑、中元 
梶、各学級担任 

・学習場所の確保・学習用具の確保 

・指導体制の整備      ・実態に即した学習指導計画の作成 

・緊急の安全対策実施    ・警察、消防等関係機関との連絡・連携 

再
発 

 

防
止
班 

校長、教頭 

谷口、小谷 

西海、瀬川 

・安全管理の充実策の検討    ・危機管理マニュアルの改善 

・施設設備の充実改善      ・安全教育の充実対策 

・保護者、地域の関係機関等との連携方策の検討・改善 

②事件の経緯やその後の学校の方針を示す。協議する内容は、(ｱ)保護者への連絡（現状の説明や以後の対
応等）、(ｲ)関係機関等の連携（教育委員会への状況説明と今後の対応に関する相談等）などとする。 

③警察、消防署と連携しながら火災に至った経緯、状況を可能な限り情報収集し、火災の概要等を把握す
る。収集した情報を整理するとともに、管理職は警察や消防署からの事情聴取に対応する。 

④けがをした児童には、病院・家庭訪問等を行い、児童等及び保護者の心のケアに努める。その他の児童
についても、心のケア、安全指導等の事後指導を行う。必要に応じて児童対象に緊急集会等を開催し、
指導する。 

⑤ＰＴＡ役員と連携を図り、必要に応じて緊急保護者会等により保護者への説明を行う。 

⑥報道機関等へも情報提供するなどの対応を行う。窓口を一本化（校長、教頭）する。 
⑦事故報告書を作成し、教育委員会へ報告する。 
⑧教職員は、校長の指揮監督の下、教育活動を早期に再開するため、児童の被災状況、避難先の把握、教
室の確保、通学路の安全確認をするとともに、児童・生徒の心のケアに十分配慮する。 

⑨事故についての評価・分析を行い、これによって得た問題点、要改善点等に基づき、再発防止策を検討
する。その際、教育委員会の指導や学校評議員、学校保健委員会等有識者等の意見を聞く。 

⑩とりまとめられた再発防止策に基づいて、学校安全計画や危機管理マニュアルを見直し、修正を行い、
速やかに再発防止策を講じる。（点検活動、対応の反省、安全教育や避難訓練の見直し、地域と連携等） 

  

３．地震の防災対応 
 
(１)平常時の対策  
 ①平時より地震については学年に応じて指導し、発生時には教師の指示によく従って、落ち着いた行動が

取れるようにする。 

 ②校舎の耐震性や落下物、通学路等の点検を行う。 

 ③登下校時での対応（避難場所、避難方法、連絡先・方法等）についても指導しておく。 

 ④その他は、「火災の防災対応」に準ずる。 

 

(２)地震発生時の対策  

 枚方市教育委員会「地震発生時における学校の対応について」(別紙参照)に基づき、対応する。 

Ⅰ．安全確保と火気の始末 

 ①地震発生時は、教室内に留まり各自机の下に入る等、身辺の安全確保をする。 
  ②出入り口の開放、窓の開放等、避難経路の確保、火の始末に努める。 

 

Ⅱ．情報収集と避難誘導 

①揺れが収まったら児童の安否確認や救助、施設の被害状況、周りの状況等の情報収集を行う。 

②落下物等の危険から身を守る処置を講じて、避難する。 

③火災場所から遠ざける避難の指示と誘導を行う。階段使用不可の場合、救助服路等の活用を行う。 

 

Ⅲ．避難の経路図等 



 

 

  ①「火災の防災対応 ～※避難時の使用階段及び避難順路～」参照 
 
Ⅳ．避難場所での対応 
  ①避難場所では、人数確認と児童管理を行う。必要に応じて救急車の手配をする。 
  
Ⅴ．学校災害対策本部の設置（役割分担） 

役割 担当者 活 動 内 容 

本 
 

部 

校 長 

教 頭 

谷 口 

小 谷 

福 村 

土 肥 

・災害対策の総括指揮、応急対策の決定   ・災害弱者への配慮 

・全体の状況把握と児童の避難の必要性の判断と指示  ・記録 

・各部の調整、指示連絡  ・ＰＴＡとの連絡調整   ・情報収集 

・非常持ち出し品の搬出  ・通信機器、電源の確保 

・関係機関との連携・連絡・調整（教育委員会、市災害対策本部等） 

・避難者区画の指定と立入禁止スペースの決定  ・報道機関等への対応 

安
否
確
認
・ 

避
難
誘
導
・ 

 

児
童
管
理
班 

佐藤、大角、田

中、中元、古﨑、

原田 

   梶 

学級担任 

・児童の安全確保、児童・教職員の安否確認、負傷者の把握 

・第二次避難誘導、安全確認  ・児童の人員確認 

・行方不明者の把握、報告、捜索     ・第二次避難場所への安全確認 

・保護者への児童生徒の引渡し、引渡場所の指定 

・保護者の迎えがない児童生徒の保護   ＊負傷者対応→救護班に応援 

安
全
点
検 

 

消
火
班 

小谷、青木 

上江、校務員 

担当者等 

(含非常勤) 

・被害状況の把握   ・校舎施設設備の安全点検、危険物の除去 

・初期消火活動       ・危険箇所の処理、危険箇所の立入禁止の措置 

・避難場所の安全確認  ・第二次避難場所の安全確認 

・避難、救助活動の支援 

救
出 

 

救
護
班 

瀬川、尾崎、杉

長、中山、川部、

大澤(優) 

救命・救急経験者 

・応急手当、病院への搬送   ・負傷者の救出、救命 

・医療機関との連携、医療の援助の判断      ・応急手当備品の確認 

・負傷や応急手当の記録   ・負傷者や危険箇所等の確認及び通報 

・学校施設内のチェック 

住
民
対
応
・ 

避
難
者
支
援

班 

校長、教頭 

その他 

校長が指名し

た者 

・市および自主防災組織と連携した避難所の開設及び運営支援 

・避難住民の誘導 ・避難住民のうちの負傷者の応急手当 

・学校施設設備の安全点検 

＊児童の保護・引き渡しを最優先とし、避難所の開設及び管理運営に対する協力を行う。 

 
Ⅵ．下校指導 
  ①下校が必要な場合は、「引渡しカード」を活用するとともに、「風水害の防災対応」に準じて行う。 
  
Ⅶ．登下校指導 

  ①登下校時での対応は、落下物等から身を守り予め決めている避難場所か自宅ないしは学校に避難する。 
 
Ⅷ．避難場所の開設・運営支援 
  ①避難場所の開設・運営が必要な場合は、「牧野小避難所開設・運営支援マニュアル」及び「枚方市防災

マニュアル」「枚方市避難所運営マニュアル」に従う。 
Ⅸ．非常災害時の配備体制 

配備区分 配 備 時 期 配 備 体 制 時間外 

１号配備 
 災害発生のおそれがある場合 

 枚方市域で、震度５弱 

 校長、教頭 

 指示により避難所設置 
２名 

２号配備 
 小規模の災害が発生した場合 

 枚方市域で、震度５弱 

校長、教頭、谷口、小谷、青木 

 指示により避難所設置 
約２５％ 

３号配備 
 中規模の災害が発生した場合 

 枚方市域で、震度５強 

校長、教頭、谷口、小谷、青木、川口、梶、榎本、田中、大角、

大澤(優)、原田、中元、佐藤、岸脇、西村、中山、大澤(宏)、

古﨑、津呂、白石、川部、川井 指示により避難所設置 

約５０％ 

４号配備 
 大規模の災害が発生した場合 

 枚方市域で、震度６弱以上 

 全教職員 

 避難所は自動設置 
全教職員 

 

(３)再発防止、事後の取組み  

 ①「火災の防災対応」に準ずる 



 

 

                                 

 

地震発生時における学校の対応について 

 

※留守家庭児童会室の対応について 

①登校前から在校時までの間に震度 5弱以上の地震が発生した場合、留守家庭児童会室は臨時休室とします。 

②留守家庭児童会室在室時に発生した場合は、学校対応の「在校時」に準じた対応とします。 

③三季休業中など(学校休業日に留守家庭児童会室を開室する日)に発生した場合も、上表に準じた対応とし

ます。 

状 況 

パ タ ー ン 
震度 5弱以上の地震が発生 

登 校 前 

臨時休業 

※前日の下校以降、登校までに発生した場合は、当日を臨時休業とする。 

※土・日・祝日及びその前日に発生した場合は、休業日明けを原則、臨時休業とする。 

登 校 中 

児童・生徒は、危険な場所を避け、安全な場所 

（公園・近くの学校の校庭等）へ一時的に避難 

↓ 

揺れがおさまった後、原則として登校 

在 校 時 

地震時は身を守る行動をとり、揺れがおさまったら、 

余震に備えて校庭へ避難   ⇒ 以降、臨時休業 

↓ 

児童・生徒の確認・保護 

↓ 

安否情報及び、下校について保護者へ連絡 

↓ 

【児童】保護者への引渡し 

【児童】保護者への引渡し・地域毎に集団下校（教職員引率） 

下 校 中 

児童は、危険な場所を避け、安全な場所 

（公園・近くの学校の校庭等）へ一時的に避難 

↓ 

揺れがおさまった後、原則として自宅へ 

１ 枚方市において、震度５弱以上の地震が発生した場合、以下の対応となりますので、市のホームペー 

  ジ、防災無線、テレビ、ラジオ等の情報に注意してください。 

 

２ 家庭内での身を守る場所の確認や、登下校中に地震が発生した際、一時避難する安全な場所（公園・ 

  近くの学校の校庭等）の確認をお願いします。 

 

３ 保護者への引渡し下校の際は、学校からの連絡に基づいて、ご対応をお願いします。 



 

 

４ 風水害の防災対応 
 
（１)平常時の対策  

   ①平時より台風等の風水害については学年に応じて指導し、発生時には教師の指示によく従って、落ち
着いた行動が取れるようにする。 

②台風(暴風)の接近時の措置については、「【保存版】非常変災時における措置について」を年度当初に配
布し、児童や保護者に、その対応について周知する。 

  ③ハザードマップ等を活用して、在校時以外の風水害による避難の方法、避難先等を指導する。 
④その他は、「火災の防災対応」に準ずる。 
 

 

（２)風水害発生時の対策  

①予報に注意し、風水害の発生の状況によって、学校長の指示により下校等の適切な措置をとる。 

②台風（暴風）の接近時の措置については、「非常変災時における措置について」(別紙参照)に基づき、

「午前７時現在」「午前９時まで」「午前１０時まで」「午前１０時現在」の段階に応じた措置を行う。 

③在校中に「暴風」「暴風雪」「大雨」「洪水警報」が発令された場合、保護者引き渡しとする。 

④特別警報が発令された場合は、原則学校待機とし、教育委員会と連携して対応する。 

⑤留守家庭児童会の指導員と連絡を取り合い、互いに協力し合って安全で速やかな下校を心がける。 

⑥下校については、「保護者引き渡し」とする。 

⑦下校開始時刻等は、学校よりまなびポケット等で知らせる。 

 

(ｱ)学級での指導 

   ・児童は教室で保護者の引き取りがあるまで待機する。 

   ・配慮を要する児童について、支援学級担任と連絡し確認する。 

   ・「災害時引き取りカード」をもとに迎えの保護者を確認し、児童を確実に引き渡す。 

  

(ｲ)下校の指導 

   ・「令和８年度 非常災害時等の児童の引き渡しマニュアル」をもとに、児童を帰宅させる。 

   ・途中で増水の恐れのある箇所や切断電線のそばなど危険な場所に近寄らないように留意する。 

   

(ｳ)緊急下校については、「不審者・侵入者等の対応 ～緊急下校の対応マニュアル～」参照。 

  

⑧休業日、夜間等執務時間外の対応及びその他は、「火災の防災対応」に準ずる。 

 

(３)再発防止、事後の取組み  

 ①「火災の防災対応」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

非常変災時における措置について 

 

１．午前７時現在  枚方市に特別警報が発表されているときは、臨時休校。 

                大雨警報、暴風警報、暴風雪警報、洪水警報が発表されているときは、 

登校させないで自宅待機。  

 

２．午前９時現在   大雨警報、暴風警報、暴風雪警報、洪水警報が解除されたときは、 

２時間目より授業を行います。 

各登校班で 9：05～9：10に、集合場所に集まり、そろい次第集団登校します。 

給食はありますので、下校はいつも通りです。 

                  ※いずれかが発表中の場合は、引き続き自宅待機。 

 

３．午前１０時現在 大雨警報、暴風警報、暴風雪警報、洪水警報が解除されたときは、 

３時間目より授業を行います。 

各登校班で 10：05～10：10に、集合場所に集まり、そろい次第集団登校します。 

給食はありませんので、４時間目終了後下校となります。 

※いずれかが発表中の場合は、臨時休校。 

 

４． 登校後       枚方市に特別警報が発表されたときは、原則として学校待機とし、状況によって教育委員

会と連携して対応。 

大雨警報、暴風警報、暴風雪警報、洪水警報が発表されたときは、雨量・通学路の状況

を踏まえながら、土砂災害警戒情報や避難指示の発表、発令の諸般の事情を勘案し、子

どもの安全の確保ができましたら、「令和７年度 非常災害時等の児童の引き渡しマニュ

アル」に基づき保護者への引き渡し下校をします。なお、下校時刻等は学校よりまなびポ

ケット等で連絡します。 

 

５． 留守家庭児童会室 

午前 11時現在、警報が解除されているときは、通常どおり午後１時 15分より（※午前９

時から午前 10時の間に解除されたときは午後０時 15分から）開室します。 

（詳細は、留守家庭児童会室にご確認ください。） 

 

 台風や地震などの場合には、緊急連絡ライン確保のため 

学校への電話は避けていただくようにお願いします。 

重要 



 

 

 

５ 学校の警備・防犯対応 
 

（１)平常時の対策  

 
 
Ⅰ．校内巡回 
 ①始業前、授業中、休憩時間、放課後等に空いている教職員が率先して巡回する。 

   ②休憩時間等、できるだけ児童と遊んだりして過ごしながら、危機予知に努める。 
 
 
Ⅱ．施設・設備の対応 

   ①正門(児童の登校時以外)・通用門(児童の登校時以外)を閉鎖・施錠する。 
    ・通常授業時（8:00に解錠、8:20に施錠する。遅刻した児童は正門の小門より登校する） 
    ・授業時、休憩時（正門の小門よりの出入りに限定。来校者は校門安全監視員が判断して解錠する） 
    ・下校時、放課後（児童の下校は正門の小門より。来校者の対応は授業時、休憩時と同じ） 
   ②正門の小門はオートロック(遠隔操作による開閉可能な電気施錠)とする。 

 ③正門に校門安全監視員の常駐する監視ボックス、監視カメラ、インターホン、侵入監視のためのセ
ンサーを設置する。 

    ④警笛（ホイッスル）、防犯ブザーなどを携帯する。 
 ⑤緊急時に使用する長棒、さすまた、催涙スプレ－、ネット等の防御用具の整備を行う。 
 ⑥各教室の戸締まりは、担任が責任を持って施錠する。 

   ⑦特別教室は使用時に鍵を開け、退室時には鍵をかける。 
   ⑧管理棟や教室棟１階の非常口を内側から施錠する。 
    ⑨通報装置の確認を行う。（非常ベル等自動火災報知設備等） 
    ⑩校門、フェンス、外灯、センサー、防火戸、鍵等の施設・設備の点検及び補修を定期的に行う。 
    ⑪通報装置の確認を行う。（非常ベル等自動火災報知設備等） 
   ⑫点検チェック項目に基づいた安全点検を毎月に行う。（必要に応じて随時行う） 

 
 
Ⅲ．児童への対応 

   ①「自分の身は自分で守る」大切さも含めた安全教育の徹底を図る。 
 ②安全教育や避難訓練を含めた防犯・避難訓練も含め、折に触れ緊急時の対応について説明しておく。 

   ③事故防止のため、児童だけによる理科準備室等各準備室への出入りは禁止する。 
   ④私物等の自己管理を徹底させる。 
   ⑤集団登校の徹底を図り、複数の友達との下校や定められた通学路の下校及び下校方法の指導をする。 
   ⑥「こども１１０番の家」等の周知やあいさつ運動の推進を進める。 

 
 
Ⅳ．校外学習や学校行事等への対応 

   ①事前に無理のない綿密な計画（地理的な状況や交通機関等）を立てるとともに、必ず下見を行い、
安全を十分に確認する。（経路や危険箇所、警察、救急病院等の把握） 

②児童に対する事前の安全指導（交通安全を含む）や防犯指導、健康管理指導を徹底する。 
   ③教職員は、防犯ブザー、ホイッスルや携帯電話等を携帯する。また、連絡が確実にとれる体制を整

備し、何事がなくても定時に学校に連絡を入れ、活動の状況を報告する。 
   ④万一の事態が発生した場合の連絡方法、安全確保の方策、役割分担等をあらかじめ定めておく。 
   ⑤参観等多数の来校者がある場合は、ＰＴＡとも連携して措置を講じる。 

 
 
Ⅴ．地域や家庭、関係機関との連携 

   ①地域や家庭、関係機関から様々な情報を得たり、学校が知り得た情報を素早く発信したりして、情
報交換を密にする。 

   ②学校参観や地域住民が学校を日常的に活用する場や機会の提供など「開かれた学校づくり」を進め、

保護者や地域住民と学校が一体となって児童等の安全を守る体制づくりに努める。 

    ③ＰＴＡと協力して、名札の着用の励行、登校指導を進める。 

 ④「安全見守り隊」を中心として、地域、保護者とともに登下校の安全対策に万全を期す。 

 ⑤地域や家庭、関係機関と協力して、パトロールや安全点検を行う。 

 ⑥通学路の点検と危険箇所の把握をＰＴＡ及び地域と連携して進める。 

   ⑦「児童一人ひとりの安全マップ」（危険箇所記載）を作成し、周知する。 

    ⑧関係機関（特に警察等）との連絡体制が万全か、定期的な確認をする。 

 
 



 

 

 
Ⅵ．教職員研修等 

   ①関係機関（警察等）による研修を実施する。外部の各種研修会で学んだことを全職員に周知する。  
   ②教職員の連絡網を確立し、非常の場合は直ちに出勤できる体制を整える。 
   ③備品や私物等の保管場所や保管方法などについて、十分に配慮をする。 

④学校施設管理人・校門安全監視員は、安全確保のため必要な措置を行うとともに、教頭との引継ぎ
を着実に行う。また、非常の場合、校長に連絡し、その支持を受ける。 

 
（２)事案発生時の対策  
 
Ⅰ．事実の把握及び現場の保存 

   ①緊急時には、ブザー、非常ベル等を利用し、全児童・教職員に知らせる。 
   ②連絡を受けた教職員は、速やかに現場に出向き、児童の安全を最優先に適切な対応を行い、「立ち入

り禁止」の掲示をするなど、現場保存の措置を行う。 
 ③被害状況を可能な限り把握して、管理職に報告する。 

   ④管理職は、必要な対応について指示するとともに、状況を判断の上、警察等に通報する。  
 
Ⅱ．応急措置 

   ①二次被害に遭わないように、応急措置をする。 
 
Ⅲ．情報収集および対応方針の決定 
①管理職は、全教職員に事実を伝え、事件に関する情報収集を行うとともに、その他の被害について
調査を指示する。 

   ②管理職は、児童や保護者への説明内容等、今後の対応を決定する。 
 
Ⅳ．児童への指導 
①全児童に、事実を伝え、被害状況を確認する。 

   ②施錠等、管理について再確認するとともに、再発防止に向けた学校の対応について説明する。 
   ③盗難等については、被害児童から事情を詳しく聞くとともに、今後の対応について説明する。 
   ④私物・貴重品等の自己管理について指導する。 

 
Ⅴ．保護者への対応 
①直接関係のある保護者に連絡し、事件の経過及び学校のとった措置を説明し、理解を求める。 

   ②場合によっては、担任または管理職が家庭に出向いたり、全保護者または地域にも説明する。 
 
Ⅵ．関係機関との連携 
①管理職は、速やかに教育委員会へ報告し、指導・助言を受ける。その後適時報告する。 
②必要な場合は、地域関係団体・近隣校と連絡をとる。 

 
Ⅶ．校外学習時の対応 
①緊急時には、引率責任者が全体の指示を行い、それに従って担任等は児童の安全を守る。 

 ②携帯電話、緊急連絡網、救急病院連絡表、防犯ホイッスル等の持参で対処する。 
   ③学校、警察、救急、保護者に通報、連絡する。 
   ④状況を把握し、児童の安全確保を最優先に行動する。 

 
Ⅷ．学校行事(参観等)時の対応 
①手の空いている教職員が校内巡回し、不審者の早期発見に努め、児童に近づけない措置をとる。 
②危険な状態と判断した場合は、防犯ホイッスル等で周囲に危険を知らせる。 

 ③保護者や青少年育成指導員等地域と連携して、対処する。 
 
Ⅸ．休業日、夜間等執務時間外の対応 
①「火災の防災対応」に準ずる。 

 
(３)再発防止、事後の取組み  

 
Ⅰ．施設・設備の管理の徹底 

①教室や各部屋の管理責任者(火元責任者)は、退室時や退勤時に施錠を確実に行うとともに、最後に

退勤する者は、使用していた部屋の施錠の確認を励行する。また、学校施設管理員との引き継ぎを

確実に行う。 

   ②備品や私物等の保管場所や保管方法に十分配慮する。 
 
Ⅱ．児童への指導 

①児童の私物等の自己管理について徹底させる。 
 
Ⅲ．関係機関との連携 

 ①教育委員会や警察等の関係諸機関、近隣の学校との情報を速やかにできる体制を確立する。 
 
Ⅳ．その他  ①その他は、「火災の防災対応」に準ずる。 



 

 

①その他は、「火災の防災対応」に準ずる。 
 

児 

童 

へ 

の 

指 

導 

【 教室・廊下などで  】 

 ・近づかない。    ・相手と反対側へ逃げる。（教室では相手から遠い出入口へ） 

 ・大声を出す。        ・他の先生に知らせる。（火災警報機器等も使う） 

 ・助けを求める。   ・けっして対抗しない。 

【 運動場などで  】 

 ・近づかない。    ・逃げる。      ・大声を出す。 

 ・助けを求める。   ・先生に知らせる。  ・けっして対抗しない。 

【 登校・下校中や地域で  】 

 ・近づかない。    ・逃げる。      ・大声を出す。 

 ・誘いにのらない。（知らない人に声をかけられても絶対について行かない） 

 ・「いや！」とはっきり言う。     ・けっして対抗しない。 

 ・通りがかりの人や近くの人、近くの家に助けを求める。（子ども１１０番の家の周知） 

 ・そのような出来事に出会ったり、見かけたら、早く大人に知らせる。 

  ・登校は集団登校を守る。下校は一人で帰らない。 

 ・家にいるときは、鍵をかける。 

担 

任 

と 

し 

て 

【 日常的に  】 

 ・今いる場所からの避難方法を確認しておく。 

 ・時々、廊下等の安全確認をする。 

 ・放課後、児童だけで教室等に残さない。 

  ・防犯ブザー、消火用非常ベル等の点検をしておく。 

【 緊急事態の場合  】 

  ・防犯ブザー、ホイッスル、消火用非常ベル等で、知らせる。 

 ・時間をかせぐ。（物を投げる。長い棒で突く。椅子､ほうき等を使う。） 

 ・児童を逃がす。 

 ・自分の身も守る。 

  【 あいさつと声かけ 】 

【 観察と合図 】 

【 児童の安全確保 】 

【 危機回避 】 

（１)平常時の対策  
 
 Ⅰ．校門及び校舎入口の管理と来訪者への対応 
 
時間 児童・教職員 来校者・保護者 

登校時間 

８時～８時３０分 

・児童は正門・通用門から登校する。 

・施錠担当者が８時前に正門・通用門を解錠し、８

時３０分に施錠する。 

・案内板を設置する。（正門・

通用門付近・玄関） 

・正門横の小門より出入り

する。車両のみ正門より出入

りする。（入る前にインター

ホンを鳴らし、正門・小門を

解錠してもらう） 

・校門安全監視員を配置す

る（※①）。来校者名簿を監視

ボックス、玄関に整備し、来

校者の出入りを確認する（校

授業中 ・児童は遅刻した場合、正門横の小門より登校す

る。（入る前にインターホンを鳴らし、小門を解錠

してもらう）児童が早退で出る場合も、正門横の小

門より出る。 

・教職員は正門横の小門より出入りする。 

下校時間 

※曜日・学年により

時間帯は異なる。 

・校門安全監視員が下校時間に正門を解錠し、下校

時間終了後に施錠する。 

６ 不審者・侵入者等の対応 



 

 

下校時間後 ・正門横の小門より出入りする。（入る前にインタ

ーホンを鳴らし、小門を解錠してもらう） 

門※②）。 

   ※①校門安全監視員を配置する。（8:30～12:30、14:30～16:30） 
    12:30～14:30についても、地域及び保護者によるボランティアを依頼。 
   ※②来校者名簿を監視ボックス、玄関に整備し、来校者の出入りを確認する。 
     8:30～(12:30～14:30)～16:30は校門安全監視員、それ以外は学校施設管理員が対応する。 

③正門から職員玄関までの場所に周りから見えにくい場所を作らないようにする。 
④ＩＤカードや名札の着用を徹底する。 

    ・保護者には、各家庭２枚のＰＴＡカード(名札)を配布。来校時の着用を依頼。 
    ・その他来校者には、正門の監視ボックスにて、来校者カードの着用を依頼。 
    ・教職員も名札を着用し、来校者に教職員であることを明示する。 

 ⑤声かけ。「こんにちは、用件はお聞きしていますか。」 
        「恐れ入りますが、一度、職員室へお寄り下さい。」 
            注１：不審者と感じたら、すぐに職員室へ通報する。 
            注２：一人で対応しようとしないこと。 
 
 
 

   
≪来訪者を見かけたとき≫ 

   
      
  

・来校者カード（名札）を着用しているかチェック 
  

    
        
        
 

≪来校者カードを着用している場合≫ 
   

≪来校者カードを着用していない場合≫ 
 

     

・挨拶と声かけ   ・用件の確認 
 

・挨拶と声かけ   ・用件の確認  
          
 

≪挙動不振の場合≫ 
   

≪依頼拒否、挙動不審の場合≫ 
 

     

・児童の安全を第一に考え、校長室等に案内 

・案内拒否の場合は退去を依頼 

 
・児童の安全を第一に考え、校長室等に案内 

・案内拒否の場合は退去を依頼 
 

         
           
  

≪案内した場所での対応≫ 
  

    
 

・案内途中あるいは案内後でも他の教職員に連絡を取り、複数で対応 

・来校者カード（名札）着用の説明、用件の確認 

 
  

          
         
 

≪着用受け入れ、用件有りの場合≫ 
   

≪着用拒否、用件なしの場合≫ 
 

     

・確認証着用の上、用件場所まで案内 

・職員室へ報告 

 

・退去を依頼  

         
              
  

≪退去した場合≫ 
   

≪退去を拒否した場合≫ 
 

      

 
・退去を確認し、再度進入しないように監視 

・職員室へ報告（必要に応じて関係機関に連絡） 

 

・危害を加えるおそれの有無を判断  

          
          

 
≪ない場合≫ 

  
≪ある場合≫ 

 
      

・再度、退去を要請 
 

・救急対応１へ  
Ⅱ．その他 

①その他は、「火災の防災対応」｢学校の警備・防犯対応｣に準ずる。 

 

（２)危機発生時の対策  
 
Ⅰ．基本方針 

   ①児童の安全確保を第一に。 
   ②冷静に対応し、興奮、逆上させない。 
   ③可能な限り一人で対応しない。 
   ④侵入者に逃げ道を与え、校外へ誘導していけるように対応する。 
 

Ⅱ．対応の基本 
  ①児童の安全確保・誘導を最優先する。 
  ②危機発生を予見・確認したら、児童を落ち着かせ、廊下側から離れた所に集合し、座らせる。 
  ③児童の安全確認後、教室を施錠し、ほうき等の用具をもって、教室前廊下で待機する。 
  ④各階１人が現状把握と連絡のために現場に駆けつける。 



 

 

Ⅲ．役割分担 
    ①児童の安全確保を最優先にしながら、職員は、次の分担により行動する。 

 担当者 活 動 内 容 

総 

指 

揮 

校長 

教頭 

谷口 

福村 

土肥 

・全体把握と総指揮、命令。児童の避難の必要性の判断と指示。 
・校内緊急放送。 

発生時：「牧野放送です。牧野放送です。（生徒指導担当者）先生、
お客様です（現場）までお越しください。 

収束時：「牧野放送です。牧野放送です。校長先生、教頭先生、お客様
がお帰りになりました。職員室までお戻り下さい」 

・消防機関（警察）への通報と情報提供。 
・関係機関への連絡（教育委員会(支援要請)、ＰＴＡ、保護者（緊急連絡）等）。 
・避難者の確認と避難状況の把握。 
・記録。 
・保護者説明会の準備と開催、連絡文書作成。 

不
審
者
対
応 

教頭 

小谷、上江 

青木、杉長 

・不審者対応。 
・不審者隔離（校外へ追い出すか、校長室等に身柄を確保する）。 
・校内巡回。 
・情報収集、把握、整理。 
・学校や地域の状況の把握。 

避 

難 

誘 

導 

学級担任 

・児童の避難誘導・人員確認・安全確保（教室内に児童を入れ施錠）。 

・避難・誘導及び児童の安全確認後、可能な範囲での不審者対応の応援態勢。 

・下校方法決定後の全保護者への連絡。 

・保護者への引き渡し対応。 

川部、中山 

  

校務員、(福村) 

・配慮を要する児童（学級）、低学年への応援。 

・逃げ遅れた児童(行方不明児童)の確認(捜索)と避難器具等による救助。 

・避難誘導・児童の安全確保後、救護活動の応援。 

救
護
班 

瀬川、尾崎 

（土肥） 

・応急救護所の設置、負傷者の応急手当、負傷者氏名の確認とリスト作成 

・救急隊との連携(搬送準備と手配、救急車同乗及び搬送先からの連絡) 

・負傷者と保護者への対応 

 

Ⅳ．不審者が校内に侵入した場合の対応 

①不審者のキャッチ 
  

【教職員が発見】 
    

【児童等からの情報】 
  

        
 

 

・不審者周辺の児童等の避難 

・職員室へ報告   

  ・複数の教職員で現場へ急行 
・状況を職員室へ報告 

 

          
〈通報方法〉 
・自動火災報知設備  
・非常ベル ・携帯電話  
・ハンドマイク ・ホイッスル  
・児童等や教職員を介して 

          
    

【管理職・空いている教職員】 
  

      

   携帯電話等を携帯して現場へ向かう。  

②不審者の認識        
   

【声かけ等により不審者として認識】 
  

        

   ・訪問用件や氏名、危険物等の確認をする。 
・人権に配慮する。 

   

③不審者への対応   
   

【校内放送による緊急事態発生の周知】 
   

      
  ・校内放送で、全教職員に対して不審者の侵入を伝える。 

・校長（管理職）の判断で、警察に通報する。 
  

            
  ※対応中は、児童等は教室に留め、移動させない。   
      

          
 

【授業中の場合】 
    

【休み時間の場合】 
 

      
・授業中の教職員は、児童等を教室に留め、次
の指示を待つ。 

・授業の空いている教職員は、連絡係を残し、携

帯電話等を携帯して、現場に向かう。 

  ・校内放送等で児童等を教室・安全な避難場所
に入れ、担任は、点呼確認をする。 

・他の教職員は、連絡係を残し携帯電話等を携

帯して、現場に向かう。 
          

④不審者の反応          



 

 

         
 

【不審者が校外へ退去】 
    

【不審者による緊急事態発生】 
 

      

・校内放送等で、不審者が校外に退去又は警察に
より身柄が確保されたことを伝える。 

・全教職員に状況を説明する。 
・教育委員会、警察、近隣校に報告する。 

・不審者が郊外に逃走した場合は、緊急連絡網等

で保護者に連絡し、下校時の安全を確保する。 

  
・校内放送等で緊急事態が発生したことを伝える

とともに、避難の指示を行う。 
    

児童等の避難誘導  

 １１０番、１１９番へ通報  
   

            

⑤けが人・児童への対応         
            
 

【けが人への対応】 
    

【その他の児童への対応】 
 

      
・救急車の要請とともに、応急手当てをする。 
・救急車には教職員が付き添う。 
・保護者へ連絡する。 

・教育委員会へ報告する。 

  ・教育委員会へ報告する。 
・児童等を下校させるかどうかを判断する。 
・安全について児童に指導する。 

・保護者、地域の関係者に連絡する。 
 ⑥事件後の対応 
 
・けがをした児童等について、病院・家庭訪問等を行い、児童等及び保護者の心のケアに努める。 
・その他の児童等についても、心のケア、安全指導等の事後指導を行う。。 
・速やかに教育委員会と協議の上、保護者会を開き、説明を行う。 
・事件の経緯やその後の学校の方針を示す。 
・必要に応じて、警察、保護者及び地域の関係者への巡回要請、カウンセラーの配置等を行う。 

 
 
【不審者が学校内に侵入した場合の対応マニュアルの補足説明】 

①不審者のキャッチ  

・児童からの情報＝児童等から、「いつ」「どこで」「どのような人」「どのような状況」か、を確認する。 
・教職員が発見＝「いつ」「どこで」「どのような人」「どのような状況」か、を確認し、様々な通報装置・
手段を使って職員室に通報するともに、児童等の安全を確保する。近くの教職員の応援を求める。 

②不審者の認識  
 ・声かけ等により不審者として認識＝管理職や空いている教職員が複数で現場にかけつけ、不審者との距

離を保ち、相手の動きに十分注意して、「どちら様ですか」「何かご用ですか」等、人権に配慮しながら
ていねいに訪問用件等を聞く。その場合、状況を連絡できるように携帯電話等を携帯する。 

③不審者への対応  
 ・不審者への直接対応＝複数の教職員で行い、他の教職員は周辺の安全な避難ルートや避難場所の確保に

あたる。刺激せず、落ち着いて話しかけるようにする。直ちに校外に退去するよう促す。応じないとき
は、警察が来るまでの時間を確保する。危険を察知したら、即１１０番通報するとともに、連絡係に児
童等の緊急避難を伝え、校内放送等の連絡を指示する。場合により、机、椅子、ほうき等防御用道具を

使い、距離(1.5～2m)を置いて対応し、時間を確保する。 
 ・不審者の侵入を知らせる校内放送＝事前の約束事の内容に従って、侵入を全員に周知する。 

④不審者の反応  

・不審者による緊急事態発生＝安全第一を前提としながら、可能な限り防御を行い、警察が到着するまで
の時間を確保する。連絡係は通報を下に、校内放送等で緊急事態が発生したことを伝え、避難の指示を
行う。教職員は、周辺の安全な避難ルートや避難場所の確保にあたる。 

・児童を避難誘導する校内放送＝放送により児童を安全な場所に避難させる。マニュアルに従って速や
かに避難する。避難場所では、人員の確認、出入り口等の巡回等、安全の確保に努める。 

・授業中の場合＝基本的には、児童等を教室に留め、人員の確認を行う(トイレ、保健室等に行っている
者の確認)。所在が不明な者は、職員室へ連絡する。授業中の教員は、不審者のいる場所から安全な避
難ルートを想定し、児童等にも説明するとともに放送等による指示を待つ。 

・休み時間の場合＝校内放送あるいは担任等が口頭で、すべての児童等に教室または安全な場所に移動
するように指示をした後、担任による人員確認を行う。 



 

 

⑤けが人・児童への対応  
 ・けが人が出た場合＝応急手当をし、救急車の要請をする。搬送する場合は、養護教諭を中心に教職員が

付き添う。けがをした児童等の保護者に「病院名」「けがの状況」などを連絡する。 
 ・その他の児童への対応＝教育委員会と協議の上、児童等を下校させるかどうか判断する。下校させる場

合は、保護者への引き渡しを行う。保護者不在の児童等については、学校に留め置き、安全を確保する。 

 

(３)再発防止、事後の取組み  
①｢火災の防災対応｣｢学校の警備、防犯対応｣に準ずる。 

 
(４)不審者再発防止、事後の取組み  
 ①警察や教育委員会、近隣校等に正しい情報の詳細を確認、情報交換をする。 
 ②校内への侵入を防ぐため、門扉の閉鎖・施錠、学校で入り口の監視等を強化し、学校内外の巡視を行う。 
 ③授業中は、基本的にはそのまま授業を続ける。教室外にいる場合は速やかに安全な場所に誘導する。 

 ④校外での授業中は、速やかに連絡を取り合い、「その場に待機」「近くの学校や施設等への避難」「まとま
って帰校」などの判断をし、児童の安全確保の措置をとる。 

 ⑤その他、状況によって、「火災の防災対応」「学校の警備、防犯対応」に準じた対応を柔軟に行う。 
 

７ その他の危機対応 

（１）弾道ミサイル発射に係る対応 

   ①Ｊアラートを通じて緊急情報が発信された場合 
  
   ＜避難行動＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ＜追加情報があるまで、避難継続＞ 
 
   ②Ｊアラートを通じて屋内避難解除が発信された場合 
     ・不審な物を発見した場合には、決して近寄らず、直ちに警察、消防や海上保安庁に連絡する。 
 

（２）学校への犯罪予告・テロへの対応 

   ①爆破予告等の情報があった場合、児童を不安にさせない配慮をする。 
   ②当該情報に最初に触れた教職員は管理職等へ報告し、速やかに校内で情報共有するとともに、 

学校から速やかに教育委員会や警察へ通報し、指示や情報を得る。 

（３）インターネット上の犯罪被害への対応 

   ①犯罪被害の未然防止及び問題の早期発見・被害防止のために最新事例の把握や情報モラル教育の 
充実に努める。 

   
②被害を発見した場合は、早急な対応が必要になるため、すぐに警察、法務局に相談する。 

 
(４)竜巻への対応 

 
〇竜巻が発生したとき 
【屋内にいる場合】 
・飛来物の影響を抑えるため、窓を閉め、カーテンを引く。 
・出来るだけ窓から離れ、机の下に入り床に伏せて頭部を守る。 

【屋外にいる場合】 

・速やかに近くの建物の中に避難し、床

に伏せて頭部を守る。 

・近くに避難できる建物がない場合は、

物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部

を守る。 

【屋内にいる場合】 

・出来るだけ窓から離れ、床に伏せて頭

部を守る。 

〔行動の基本〕 

姿勢を低くし、頭部を守る 



 

 

 【屋外にいる場合】 
・校舎など頑丈な建物に避難し床に伏せて頭部を守る。 

 
 

８ 安全教育、避難訓練、引き渡し 
 

（１)安全教育、避難訓練の必要性  
  ①学校内や登下校時、学校外を含め、あらゆる場面で、危険を認識する能力、危険に極力遭遇しないよう     

にする注意力、危険な状況を回避するための判断力・行動力を養うために安全教育を実施する。 
  ②いざという時に慌てないために、日ごろから、常に冷静さを保ち、教職員の指導の下で整然とした集団     

行動がとれ、安全に避難することができる態度や能力を養うために避難訓練を年間を通して実施する。 
  

 （２）各種避難訓練 

 

    (ａ)火災〈１月〉   
      ①校内放送により、火元を確認し、窓を閉める。 
      ②避難順序は、 
      (ｱ)火災発生場所付近の教室等 
       (ｲ)火災発生場所より高い場所にある教室等 
      (ｳ)火災発生場所より低い場所にある教室等 
      の順に避難するのが望ましい。 
      ③この時、上靴のまま廊下に並び人数確認をする。 
      ④避難経路図に従って運動場に出て、整列する。 
      ⑤速やかに再度人数確認をし、校長に報告する。 

 

    (ｂ)地震〈６月〉   
    ①教室内では、各自机の下に入る等、身辺の安全確保をする。 
    ②窓、ドアを開け、避難経路を確保するとともに落下物等の危険から身を守る処置を講じる。 
     ③上靴のまま廊下に並び人数確認の後、避難順路によって運動場に避難する。 
    ④速やかに並び、再度人数確認をする。 
 

    (ｃ)風水害(兼引き渡し)〈５月〉   
      ①下校の用意をして、指示に従う。 
      ②予報等をもとにした学校長指示を受け、保護者に引き渡し下校する。 
      ③定刻がきたら人数確認をし、待機している児童を下校させる。 

 
 

    (ｄ)不審者対応〈１１月〉   
      ①不審者侵入を想定して、マニュアルに沿った教職員の訓練、児童が避難する訓練等、工夫した内

容で実施する。 
 
 ※ 具体的な避難訓練の細部については、その年度の安全部提案の避難訓練計画による。 
 
 
 
（３）引き渡しについて 
 
１、児童が在校中、次の事案が発生したとき全児童を学校待機とし、保護者に引き渡しを行う。 
 （１）暴風・暴風雪・大雨・洪水警報発令時、及び大地震（震度５弱以上)などによる被害がある、または

被害が予想されるとき 
 （２）重大事件が発生し、児童に危害を及ぼす恐れのある犯人が、近隣地域を逃走または潜伏中のとき 
 （３）不審者の学校侵入などによる実被害があるとき 
 
２、引き渡しについての連絡手段 
 （１）通信手段が使えるとき 
    学校からのまなびポケットで配信し、お迎えを依頼 
 （２）自然災害等で通信手段が使えず、学校が連絡できないと思われるとき 
    保護者のご判断で迎えに来る。通信手段が使えないので、校門に引き渡しをする旨を掲示する。 

  
「おはしも」の徹底 

 

  

お・・・おさない 

は・・・はしならい 

し・・・しゃべらない 

も・・・もどらない 



 

 

 （３）フローチャート 
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３、引き渡し場所 
 （１）原則、学校の各教室または運動場・体育館とする。 
    門に受付及び引き渡し場所の掲示 
 （２）校舎等の安全が確保できないときは運動場とする。 
    引き取りまでに時間がかかる家庭については、別途待機場所を連絡または門等に掲示。 
 
４、引き渡しの手順 
 （１）誤った引き渡しを防ぐため、年度当初に提出の「災害用児童引渡しカード」と照合する。 
 （２）来校された方から順番に引き渡しを開始していく。 
（３）ひとりひとり確認しながら確実に引き渡す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇学校から、学校待機による
　　児童の引き渡しの連絡がある

◇学校から、引き渡しの連絡は
　　ないが、引き渡しが推測される

引き取り者を決める

学校へ

　　◆大規模自然災害等発生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校校待機の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケースに該当
　　◆重大事件等発生



 

 

 
 
 
 

９ 校内救急体制 
  

（１）災害発生時の対応概略図 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）学校における救急措置の原則  

   ①事故は、常に突発的に起こり、一刻を争う場合がある。そのため、救急処置に関しては、全教職員
が必要最小限の知識と技術の習得を要する。 

   ②あくまでも医療機関に行くまでの、また行く必要のない範囲の傷病に対する応急の処置である。保
健室の利用も短時間の休養、観察に限られ、それ以上のことは、医療機関または家庭に委ねられる
ものである。 

    ③救急処置を、児童自らの生命と健康を守ることのできる能力を養う健康・安全教育の場として活用
する。 

 
 

 （３）災害発生時の対応 

  ①医療機関へ移送までの手順 
   (ｱ)救急処置をする。（養護教諭及びその場に居合わせた者が責任をもって行う） 
   (ｲ)移送先の医療機関へ連絡する。（事故の概略と現在の状態について要約して説明） 
   (ｳ)移送車の手配をする。（タクシー券の利用、場合によっては救急車を呼ぶ） 
   (ｴ)保護者へ連絡をする。（担任または養護教諭が行い、必要な場合病院まで来てもらう。また、服薬・ア

レルギー等注意すべき事の確認を行う） 
   (ｵ)移送する。（養護教諭、必要に応じて担任・校長か教頭が付き添い「緊急連絡個人票」を持参する） 
    

②事後措置 
     (ｱ)管理職に事故の状況を報告する。（管理職は教育委員会への報告を速やかに行う） 
    (ｲ)保護者へ連絡と報告をする。（原因、程度、学校の措置、医療費請求手続き等について説明） 
    (ｳ)災害の記録を残す。（災害報告書＝担任、養護日誌＝養護教諭）  
    (ｴ)日本スポーツ振興センター及び枚方市学校園安全共済会の給付金請求手続きをする。（校務分掌担当者） 
    (ｵ)当該事故の原因を究明し、再発防止に向けて安全管理と安全指導の徹底に努める。 
    (ｶ)心のケアも含めての事後指導を適切に行う。  
   (ｷ)その他、状況に応じて適切な措置をとる。 

 
 

 
事故発生 

 
通 報 

 
担 任 

 
養護教諭 

 
校長･教頭 

 
教職員 

救急処置 

移 送 

 
医療機関 

連絡 連絡 連絡 

 
保護者 

被災児

保護者 

タクシー 

救急車 

連絡 連絡 

（電話＝状況に応じてその場にいるものが要請） 

連絡 

 
児 童 

指導 指導 

連絡 

連絡 

連絡 

付き添う 

付き添う 

付き添う 



 

 

  ③留意点 
   (ｱ)児童の生命尊重を第一とし、適切な措置をとる。  
   (ｲ)他の児童に対して、第二、第三の事故防止のため、クラス管理の適切な方法をとる。 
   (ｳ)災害の報告に際しては、原因、周囲の状況等正確な調査、究明を行い、推測や誤認のないように努める。 
   (ｴ)「けんか」等のように、加害者、被害者の関係が明らかな事故については、保護者への連絡等におい

て適切な教育的配慮をする。 
   (ｵ)事故の防止のために危険箇所をチェックし、校内の整備点検を行うとともに、児童に対しては適切な

指導を行う。また、必要に応じて他の教職員、児童、保護者等にも報告し、今後の注意を喚起する。  
   (ｶ)必要な場合は家庭訪問等適切な事後指導に心掛ける。 
 

（４）熱中症発生時の対応 
   (ｱ)涼しい場所への避難 
   (ｲ)脱衣と冷却 
     ・衣服を脱がせて、体からの熱の放散を助ける。ベルト、下着をゆるめて風通しを良くする。 
     ・皮膚に濡らしたタオルをかけたり、濡らしたりして、うちわや扇風機であおぐことにより、体をひ

やす。服や下着の上から少しずつ冷やした水をかける方法もある。 
     ・首の付け根（前頚部）の両脇、わきの下（腋窩部）、大腿の付け根の全面、股関節部（鼠径部）に氷

のう等を当てて冷却する。 
     ・横にさせ両下肢をあげた体位にする。 
   (ｳ)水分・塩分の補給 
   (ｴ)医療機関へ運ぶ 
     ・自分で水分を取れない時は、緊急で医療機関に搬送することが必要。 
 

１０ 心のケア 
  大きな事件、事故、災害等が発生し、児童に強いストレスが加わると、種々の心の健康問題を呈するこ
とがある。   
心の健康問題については、日ごろから、きめ細かな健康観察を実施し、危機に直面したことによる心身

の健康状態の変化を的確に把握できるように、学級担任や養護教諭など、身近な人に気軽に相談しやすい
体制づくりや、必要に応じて専門家等の相談を受けやすい環境をつくっておくこと必要がある。 

 
  ①学校内の心のケアの体制づくり 
   (ｱ)適宜、会議を開催し、状況の把握と児童・生徒の心身への影響や対応策について共通理解を図る。 
   (ｲ)家庭訪問や地域の巡回を通して、児童・生徒やその家族の状況確認を行う。 
    ・体調、睡眠、食欲、表情などの健康状態と、心配なことや困っていることなどの確認を行う。 
    ・配慮を要する児童・生徒の情報を収集するとともに、必要な対応策を検討する。 
    ・関係機関との連絡調整を行う。 
   (ｳ)健康相談活動を行う。 
    ・心の健康状態を把握できるようなアンケート調査等を実施する。 
    ・ 相談機関を設定して、個別に相談を行う。 
   (ｴ)心のケアに関する専門的な情報収集と共通理解を図る。 
   (ｵ)心的外傷による影響は長期にわたり現れることもあり、学校医やスクールカウンセラー、専門医等の関     

係機関との連携も含めた持続的な観察とケアについて必要な対応策を講じていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

１１ 虐待防止の対応 
 （１）虐待を発見したときの学校内での対応の流れ  

虐待かも？                                  
           

【校内からの情報】 
       

【校外からの情報】 
    

                      
         ・養護教諭   ・本人 

・他の教職員  ・他の児童 
・｢チェックリスト｣の活用 

  ・学校医 ・ＰＴＡ ・前在籍校 
・主任児童委員   ・地域住民 
・民生児童委員   ・関係機関等 

 
   相談・報告     
            
                                          

                                          
                   

【情報の収集】 
             

 
虐待対応担当者 

                        

   ・確認（具体的内容、時期）  ・発育状況  ・経過、家族の状況 
・聞き取り（子ども、保護者等）  ・出席状況  ・チェック項目 

【 ｢児童虐待防止マニュアル｣参照 】 

  

            
   相談・報告     

                                          

 校長･教頭                                   
                   

【記録の作成】 
           

児
童
生
徒
支
援
室 

                              
            ・｢いつ｣｢どこで｣｢だれが｣｢だれに｣｢なにを｣｢どのように｣   

                                        
       

【児童虐待防止委員会・校内委員会】 
                

                       
   ・現時点で分かる範囲の情報収集・情報共有及び現状評価 

・複数教職員による緊急度の判断と、それに基づいた初期対応 
・役割（通告者、不明情報の確認者等）を分担した組織的対応 

 相談･報告   指導  

               

       連携      
                 

相談･通報･通告 
 連携             

                              
        

【学校の対応】 
          

【関係機関との連携】 
      

                        
   （児童）＝・面談  ・心のケア 

（保護者）＝・家庭訪問  ・事実確認 
 ・大阪府中央子ども家庭センター 

・枚方市まるっとこどもセンター 

・枚方市保健所 
・枚方市保健センター 
・主任児童委員 
・枚方警察 
・保護司 
・人権擁護委員 

  
      

                         
      

【継続的な在宅支援】 
       

             
  

子
ど
も
へ 

・子どもとふれあう機会を増やし、自信と安心
 感を与える。 
・カウンセリングマインドをもって、子どもの
 話をしっかり聴く。 
・努力やよい面を積極的に評価し、自己評価や 
自尊感情を高める。 

   
     
     
     
                      
                      

  
保
護
者
へ 

・保護者を責めずに、会う機会を増やし積極的
 に支える。 
・子どもの行動を理解できるように援助する。 
・保護者の｢愛情｣を否定するのではなく、｢愛
情の示し方｣に問題があることを伝える。 

                    
                      
                      
                      
                      

 

 （２）主な関係機関、相談機関一覧  
 

関 係 機 関 
 

電話番号 
 

相 談 機 関 
 

電話番号 

 
枚方市まるっとこどもセンター 

大阪府中央子ども家庭センター 

枚方市保健所 

枚方市保健センター 

教育委員会支援教育課 

枚方市民病院 

大阪精神医療センター 

枚方警察署 

枚方寝屋川消防組合 

 
050-7102-3220 

828-0161 

845-3151 

840-7221 

050-7105-8025 

847-2821 

847-3261 

845-1234 

852-9900 
 

 
子育てコール(保健ｾﾝﾀｰ内) 

大阪府子ども家庭センター 

(子ども悩み相談ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

虐待通報専用電話 

児童虐待防止協会（子ども虐待ﾎｯﾄﾗｲﾝ） 

大阪府警･ﾁｬｲﾙﾄﾞﾚｽｷｭｰ110番 

        〃   (夜間･土日祝) 

大阪府こころの健康総合センター 

 
847-9968 

0120-7285-25 

 

828-0190 

06-6762-0088 

06-6772-7076 

06-6945-1321 

06-6607-8814 



 

 

 

（１）

災害時の学校の役割  

 ①児童の安全・安心の確保 

 ②教育活動の早期再開・復旧に向けての取組み 

 ③施設管理者としての地域住民による避難所運営への協力 

 

 （２）避難所開設における基本的な学校の対応  

 Ⅰ．災害発生時必要な業務  

  ①校内にいる児童の安否確認、避難誘導 

  ②負傷者の応急手当 

  ③避難場所の解錠、避難者の受け入れ準備 

  ④避難者の受け入れ誘導（施設内の開放場所誘導） 

  ⑤市災害対策本部、教育委員会、避難所運営委員会（避難所派遣職員、自主防災組織）との連絡、情報収集 

 

 Ⅱ．初動時に必要な役割 

  ①児童の安全確保担当、救護衛生担当、施設開放担当、避難者誘導担当、情報担当 

 Ⅲ．避難が長引く場合の対応業務 

  ①災害対策本部との連絡 

  ②各種情報の収集・提供 

  ③避難者名簿の作成管理、広報 

  ④施設管理、設備、資機材の調達 

  ⑤生活物資、食料の調達・管理・配給 

  ⑥医療機関、要援護者への対応衛生管理への対応 

 （３）避難所支援の役割分担  

 Ⅰ．児童の安全が確保できるまで  

  ①災害発生初動期においては、学校災害対策本部を設置し、児童の安全確保に全力を尽くす。 

  ②学校災害対策本部の構成は、「３．地震の防災対応 （２）地震発生時の対策 Ⅴ．学校災害対策本部

の設置（役割分担）」を参照。 

 Ⅱ．児童の安全確保後  

  ①児童の安全確保及び保護者への引渡し後は、避難所運営に協力する。 

  ②保護者の保護下にない児童の支援や避難している児童のケアを担当する教職員、避難所運営支援活動

を担当する教職員に区分する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）

授業再開に向けて  

  ①校舎、ライフライン、通学路、児童、学用品等授業再開に向けての点検の及び確保 

  ②授業再開に向けた条件整備等についての教育委員会との協議 

１２ 災害発生（大規模・中規模・小規模）による避難所開設・運営の支援 

役  割 担 当 者 活 動 内 容 

本  部 
校長、教頭、谷口、小谷 

福村 

・全体の状況把握と児童班、支援班への支持 

・児童管理支援の必要性の判断と指示 

・関係機関との連携･連絡･調整(教育委員会、自

主防災組織、ＰＴＡ等) 

児童管理・ 

  児童支援班 

佐藤、大角、田中、古﨑、 

原田、中元、瀬川、青木 

梶、大澤(優)、西海、 

必要な学級担任 

・保護者の保護下にない児童の安全確保・支援 

・避難所にいる児童のケア 

・児童応急措置と記録 

住民対応･ 

避難所 

支援班 

教頭、谷口、小谷、杉長、 

川部 

中山、土肥 

校務員、(非常勤) 

上記以外の学級担任 

・避難所の開設及び運営支援 

・避難住民の誘導、応急手当等の措置 

・学校施設設備の安全点検 



 

 

  ③臨時登校、家庭訪問及び被災状況の調査等による児童の把握と確認 

  ④教職員の配置、施設設備の整備、授業環境の確保、給食対策等の教育委員会との連絡･調整 

  ⑤授業再開（学力補充と心のケア） 

（５）牧野校区コミュニティ協議会（防災部会）との共通理解事項  

 

① ペットの同行・同伴避難 

・基本１世帯単位で簡易テントを渡し、芝生広場のローソン側から設置してもらう。 

・糞尿については、飼い主が責任をもって処理してもらう。 

・ドッグランのような使い方は禁止する。 

・暴風雨など屋外での避難が困難な場合は、臨時的に南校舎１階通級指導教室を使用。 

（暴風雨がおさまり次第、芝生広場に移動してもらう） 

 

② 要配慮者 

・夏場などで空調が必要な（高齢者や障害者など）要配慮者は、中・大規模災害時の場合、図書室を使用す

る。 

 

③ 児童が在校中に地震による避難所が開設された場合 

（建物の被災状況チェックで安全が確認できている状態） 

・児童の使用を優先する。 

 アスティの避難所キャパでは不足する場合、児童は体育館から各教室に移動、保護者への引き渡し対応を

してもらう。体育館は地域避難者に開放。 

・車での来校について 

 ○児童の引き取りに来る保護者が車で来た場合 → 原則校内には入れない（正門が出入車で混雑し、危

険の為） 

 ○避難者が車で来た場合 → 南校舎柵側からグラウンドに誘導 

 

※ 牧野小学校避難所開設時の校内配置図は「牧野小学校危機管理マニュアル」参照 

 

 

 

１．登校時は自宅で待機してください。雷雲が遠ざかり、雷鳴が収まってから登校してください。 

 

２．下校時も同じく安全確保のため学校にて待機する場合があります。 

（気象情報を把握して下校を決定します。学校より、まなびポケット配信致します。学校への電話での問い

合わせは緊急連絡が出来なくなりますのでご遠慮ください。） 

〈落雷事故を未然に防ぐために〉 

① 気象情報の収集 

    ・日頃より気象情報に注意し危険性を察知 

    ・運動場・プール等屋外へ出るときは雷雲、雷鳴の確認を徹底 

 

② 雷が発生した場合 

  雷の発生・接近  

  

      黒雲 雷鳴 稲光              気象情報の確認 

      突風 気温の低下 激しい雨         雷探知機による確認 

 

 

         児童の安全確保 

                            避難指示放送 

    教室・体育館等屋内避難・待機           雷鳴がかすかでも危険 

    蛍光灯・電気機器より１ｍ以上離れる       雷鳴が聞こえなくても落雷の危険 

１３ 落雷事故防止について（近くで雷が聞こえ、頭上に発達した黒雲が発生した場合） 



 

 

                             正確な気象情報の把握 

                             雷鳴が聞こえなくなっても２０分くらは 

                                                    落雷の危険 

避難の解除                            

                            

                      

 

 

③ 屋外活動（キャンプ等） 

   ・施設関係者との綿密な連携 

   ・下見等での地理的な条件等の把握 

    

   ・広い場所での中央付近は危険             

   ・樹木の付近は側撃を受ける可能性が 

    高いため直ちに２ｍ以上離れ、その後 

    安全な場所に避難する。 

 

 ※側撃 落雷を受けた物体あるいは人から 

       放電して被害を受けること。 

 

 

④ 救急処置 

   ・落雷による被害は呼吸停止・心拍停止 

 

 

   迅速な応急手当、救命処置   ＣＰＲの開始  ＡＥＤの使用 

   救急搬送の実施 １１９番通報 

   ※救命救急マニュアルに従う 

 

⑤ 資料関係 

   ・雷の電流は一般家庭の数百から数百万倍 

   ・雷の直撃を受けると８０％以上死亡 

   ・橋の下、避雷針あるいは高い物体の保護範囲内は、緊急避難場所として活用できるが、落雷を 

    受ける確立はゼロではないことを認識する 

   ・雷に関する防災気象情報は「注意報」までで「警報」はない 

   ・気象関係の情報収集 

    ★大阪管区気象台    http://www.jma-net.go.jp/osaka/ 

    ★日本気象協会     http://www.jwa.or.jp/ 

    ★ウエザーニュース   http://weathernews.jp/ 

    ★気象庁レーダー・ナウキャスト（降水・雷・竜巻） http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

４５度 

２ｍ以上 

４ｍ以上 

保護範囲 

http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/


 

 

（６）避難所としての開放区域（大規模災害時）  
                                            
 芝生 

広場 
 

 駐車場 倉庫   地域連携施設 
(アスティ牧野)２

階 

 地域連携施設 
(アスティ牧野)１階 

  
噴水 

   正門 
                  

        多目的ホール  会議室 会議室         
 

 
             トイレ              
    

調理場 
    ロビー                         

                    ロビー             
                                        防災 

倉庫 
 

  

プール 

                                   
              管理員室   玄関              
                             
              校務員室                
                 

職員室 
             

              更衣室                
                             
              更衣室                
                                  
  

留守家庭室
児童会室 

             放送室                
                             
              トイレ                
    ２－３            下足室     
                    
            

校長室 
        

    ２－２       
図書室 

      通級指導教室     
                   
            

保健室 
        

    ２－１            １－３     
                        
  

トイレ 
                  

                                       
  

クラブ 
ハウス 

                                      
    トイレ                      トイレ     
     

手
洗
場 

    

体育館 

  
手
洗
場 

     
    フレンズ        １－２     
                    
  

体育倉庫 
              

    下足室            １－１     
                   
                   
         北校舎１階            南校舎１階     
  

砂場 
                             

                              
                  運動場                 
                                      
                                            
                                            
     北校舎３階  北校舎２階      管理棟２階     南校舎２階  南校舎３階  
     ６―３  ４－３    家庭科室  音楽室   スマイル 

１，２ 
 ５－３  

              
              
     ６―２  ４－２       ３－４  ５－２  
         ＰＴＡ室  音楽準備室     
              
     ６－１   ４－１    トイレ  相談室   ３－３  更衣室  
              
           教材室     
                  
         通級指導教室  理科室     
     トイレ  トイレ       トイレ  トイレ  
              
     少人数教室  フレンズ 

 
   ﾚｲﾝﾎﾞｰ    ３－２  ５－１  

              
              
     ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室  更衣室    ﾚｲﾝﾎﾞｰ    ３－１  スマイル  
          理科準備室     
              

避難者 
収容仮設
テント所 

洗濯場 

仮設入浴場 

給水所 

避難者収容所 本 部 

広報場所 

特設公衆電話 

受付（大） 
生活用水 

仮眠所 

炊事・炊き出し場 

仮眠所 

男子更衣室 

女子更衣室 

 

避難者 
収容所 

避難者 
収容所 

避難者 
収容所 

避難者 
収容所 

避難者 
収容所 

避難者 
収容所 

避難者 
収容所 

避難者 
収容所 

避難者 
収容所 

避難者 
収容所 

避難者 
収容所 

避難者 
収容所 

開放不可 

開放不可 

開放不可 

開放不可 

情報機器 
設置場所 

(連絡所) 

救急救護所 

物資等の 
保管場所 

（暴）風雨時の 
ペット飼育所 

 

物資等の 
配付場所 

広報場所 
給水所 

物資等の 
荷下ろし場 

育児室 

仮設トイレ 

避難者収容場 

避難者 
収容仮設 
テント所 

ペット飼育場 

ゴミ集積所 

通用門 

開放不可 

体調不良者 
避難所 

介護室 

体調不良者 
（予備：車いす） 

臨時遺体 
安置所 

運営委
員会用 
駐車場 

要配慮者収容所 

要配慮者収容所 

避難者用 
駐車場 

開放不可 

開放不可 

開放不可 

開放不可 

開放不可 避難者 
収容所 体調不良者 

避難所 

体調不良者 
避難所 

（予備室） 

体調不良者 
避難所 

体調不良者 
避難所 

体調不良者 
避難所 

（予備室） 



 

 

※避難場所としての開放区域(大規模災害時 目的別場所の説明) 

 目  的 場   所 留  意  点 

１ 本部 アスティ１階会議室 
避難者の状況が把握しやすく、事務機器等の管理が

容易な部屋 

２ 
情報機器設置場所 

(連絡所) 
職員室 

無線機、電話、ＦＡＸ、コピー機、印刷機、コンピ

ュータ、テレビ等の設置場所 

３ 受付 玄関 本部に近く避難者の人数確認等ができる場所 

４ 広報場所 玄関、１階中央廊下 避難者に必要な情報を貼紙等で知らせる場所 

５ 特設公衆電話設置所 １階渡り廊下 居住場所から離れた場所 

6 仮眠所 施設管理人室、校務員室 すぐに対応できるスタッフの仮眠場所 

7 救急救護所 図書室（保健室） 応急の医療活動ができる場所 

8 
男子及び女子更衣室 

(授乳場所) 

職員男子更衣室 

職員女子更衣室 

外部と遮断された更衣できる場所 

女子更衣室は授乳場所としても活用 

9 介護室 南校舎（１－１） 
体の弱い避難者や高齢者、障害者等介護が必要な人

用に専用のスペースとして確保 

10 育児室 南校舎（１－２） 
乳幼児の泣き声等を考慮して就寝場所から離れた

場所 

11 臨時遺体安置所 北校舎下足室前 
緊急措置として居住場所から離れ、搬出が容易な場

所 

12 炊事･炊き出し場 調理場前 
避難者が、自ら炊事･炊き出し等ができる仮設設備

を屋外に設置 

13 給水所 
調理場駐車場、１階渡り

廊下 
飲料水や生活用水を避難者に提供できる場所 

14 仮設入浴場 調理場駐車場 トラック等が進入しやすい屋外に設置 

15 洗濯場 調理場駐車場 生活用水や排水が確保しやすい場所 

16 物資等の保管場所 南校舎下足室 
トラック等が進入しやすく、救援物資を収納保管で

きる場所 

17 物資等配付場所 南校舎（１－３） 
天候に左右されない屋内で、避難者に救援物資を配

布しやすい場所 

18 物資荷下ろし場 南校舎下足室前 トラックが侵入しやすい場所 

19 仮設トイレ 運動場南側 
屋外で居住場所から離れ、し尿収集車が進入し

やすい場所 

20 ゴミ集積所 運動場南側 

屋外で就寝場所に臭いが届かず、ごみ収集車が

進入しやすい場所。分別収集ができるスペース

を確保 

21 ペット飼育場（暴風時） 芝生広場（多目的室） 
泣き声、臭いなど他の避難者に迷惑がかからな

い場所 

22 避難者収容所 

体育館、アスティ２階、 

北校舎１階、南校舎２，

３階 

第１避難場所は体育館、次にアスティ２階及び

北校舎。北、南校舎は授業再開用に空けておく 

23 体調不良者避難所 
音楽室、理科室、家庭科

室、レインボー 
体調不良の人が一時的に過ごす場所 

24 避難者収容仮設テント所 運動場、芝生広場 校舎内に収容しきれない場合、仮設テントを設置 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（７）避難所としての開放区域（小・中規模）  
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